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募集

明るい選挙啓発標語
作品募集

募 集作品　明るい選挙を推し進
めることにふさわしい自作の
未発表作品
市内在住・在勤・在学の方

賞 　特選１点、入選２点、佳作
５点に記念品を贈呈
�９月１日㈮（必着）までに、
1002658 を確認の上、選
挙管理委員会事務局（ 32-
1460）へ

市営住宅入居者募集
1001239

募集戸数　西島団地（１）…４戸
次の全てを満たす方
　�①市内在住・在勤②一緒に入
居しようとする親族がいる③
現に住宅に困っている④入居
しようとする世帯全員の収入
の総額が基準以下
�７月３日㈪～18日㈫に、申
込書に記入の上、建築課（
32-1418）へ（抽選。募集
戸数に達しない場合は、８月
１日㈫から先着で受け付け）
�西島団地（２）、堀田団地、矢
合団地は常時募集

土のうステーションを
設置しています

1005432�

　市内13カ所に土のうステー
ション（緊急用簡易土のう置き
場）を設置しており、水害発生
の恐れがある場合などに自由に
土のうを持ち出して利用できま
す。利用可能時期は、出水期（６
月～10月頃）のみとなります。
防災安全課　 32-1275

農地は適正に管理を
1007968�

　遊休農地は、産業廃棄物の不
法投棄や病害虫、火災発生など
の原因になりやすく、生活環境
の悪化につながります。農地の
所有者は日頃から除草などを行
い、農地を適正に管理してくだ
さい。
農業委員会事務局　
　 32-1483

地震防災対策の現状調査に
係る住民向けアンケート
　内閣府では、今後の防災対策
に向けて、皆さんの声を反映さ
せるため避難意識などに関する
調査を実施します。
７月～８月頃

 実 施方法　ホームページの専用
フォームから回答　※回答は
１人１回まで
�回答方法など詳しくは、
1011058�を確認してくだ
さい
内閣府防災担当
　 03-3501-6996

総合教育会議
1002593

　希望者は傍聴できます。
７月13日㈭、午後１時30分
市役所議員総会室
10人（先着）
市長と教育委員会による会議
 当日、午後１時20分～１時
25分に会場へ
庶務課　 32-1435

聞こえの心配な乳幼児の
保護者の皆さんへ
　子どもが「音に反応しない」
「名前を呼んでも振り向かない」
などの不安があればすぐに相談
してください。相談は随時受け
付けます。
�子育てなどの教育相談、乳幼
児教室、進路相談
� �県立一宮聾学校　
　 0586-45-6000

緊急情報配信システムを利用してください

　防災・防犯などに関する情報を電子メールで提供しています。

デジタル推進課　 32-1142　 1004257

登録方法
空メール作成ページ（右図）にアクセスし、数分
以内に送られてくる「仮登録完了のお知らせ」メー
ルに記載されているURLから利用者登録ページへ
アクセス

●配信する情報
①気象情報
②震源・震度情報�
③�災害に関する情報
④事故・犯罪・不審者情報　など
※選択して受信することもできます

総務課　 32-1159　 1000937

夏の交通安全市民運動・夏の安全なまちづくり市民運動

　７月11日～20日に「夏の交通安全市民運動」を行います。
この時期は、暑さや疲れから注意力が散漫になり、交通事
故の危険性が高まります。
　次の３つの重点に注意し、一人一人
が交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーを実践することで、交通事故の
防止を図りましょう。

　８月１日～10日に「夏の安全な
まちづくり市民運動」を行います。
　夏を迎え、開放的になりますが、
周囲には危険が潜んでいます。犯罪
被害に遭わないためには、一人一人
が日頃から高い防犯意識を持ち、身
近な対策を実践していくことが大
切です。戸締まり
や鍵のツーロック
などを習慣にしま
しょう。

①  子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保

② 飲酒運転根絶などに向けた安全運転意識の向上

③ 自転車の交通ルールの徹底と安全確保

国民健康保険についてのお知らせ

国保年金課　 32-1312

1001010
　現在使用している国民健康保険高齢受給者証（高齢受給者証）の
有効期限は７月31日㈪です。
　新しい高齢受給者証は薄だいだい色で、令和４年中の所得によ
り医療機関での窓口負担割合を再判定し、７月下旬に送付します。

国民健康保険高齢受給者証が更新されます

　国民健康保険の限度額適用認定証、限度額適
用・標準負担額減額認定証、食事療養標準負担
額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証
の有効期限は７月31日㈪です。
　引き続き各認定証が
必要な方は、申請して
ください。

1001016�

高額療養費の限度額認定証などの申請を

見本

�　世帯主がマイナポータルなどで公金受取口
座を登録している場合、７月から国民健康保
険に関する各支給申請書でも公金受取口座を
振込先として指定することができるように
なります。対象となる申請書については、�

1011060 で確認してください。
※�国民健康保険高額療養費の申請手続きの簡
素化（自動振込）をされている方で、振込先
を公金受取口座への変更を希望する場合は、
市への届け出が必要です

公金受取口座を指定できます
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